
２ 事業者支援交付金に係る交付限度額 

 

 各地方公共団体の事業者支援交付金に係る交付限度額は、都道府県分につい

ては以下の（１）の算定額及び（２）の算定額の合計額とし、市町村分について

は以下の（２）の算定額とする。 

 

（１）令和３年４月 30日限度額通知に係る分 

 

各都道府県の交付限度額は、以下の算式により算定した額（五百円未満の端数

があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるとき

はその端数金額を千円として計算するものとする。）とする。 

 

算式 

60,000円×事業所数×Ａ×α＋1,000,000,000円 

 

算式の符号 

Ａ：（1.0－財政力指数）×0.5＋0.5 

Ａが 0.2を下回る場合には、0.2とする。 

 

α：別に定める乗率 

 

（１）に係る交付限度額総額と各都道府県の算定額の合算額との間に差額が

あるときは、その差額を算定額の最も大きい都道府県の額に加算し、又はこれか

ら減額する。 

 

（２）令和３年８月 20日限度額通知に係る分 

 

 ア 都道府県分 

 

以下の算式により算定した額（五百円未満の端数があるときはその端数金額

を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とし

て計算するものとする。）とする。 

 

算式 

40,000円×事業所数×Ａ×α＋500,000,000円 

 

算式の符号 

Ａ：（1.0－財政力指数）×0.5＋0.5 

Ａが 0.2を下回る場合には、0.2とする。 

 

α：別に定める乗率 
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（２）のうち都道府県分に係る交付限度額総額と各都道府県の算定額の合算

額との間に差額があるときは、その差額を算定額の最も大きい都道府県の額に

加算し、又はこれから減額する。 

 

 

 イ 市町村分 

 

以下の算式により算定した額（五百円未満の端数があるときはその端数金額

を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とし

て計算するものとし、27,000円×事業所数×Ａ×αが百万円を下回る場合には、

百万円とする。）とする。 

 

算式 

27,000円×事業所数×Ａ×α×β 

 

算式の符号 

Ａ：（1.0－財政力指数）×0.5＋0.5 

Ａが 0.2を下回る場合には、0.2とする。 

 

α：別に定める乗率 

  27,000 円×事業所数×Ａ×αに五百円未満の端数があるときはその端 

数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額

を千円とする。 

 

β：別に定める乗率 

 

（２）のうち市町村分に係る交付限度額総額と各市町村の算定額の合算額と

の間に差額があるときは、その差額を算定額の最も大きい市町村の額に加算し、

又はこれから減額する。 
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３ 協力要請推進枠交付金に係る交付限度額 

［１］用語の定義 

① 特定大規模施設 

   特定大規模施設は、次に掲げるすべてを満たす施設をいう。 

  一 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和3年4月23日変

更。以下「令和3年4月23日付基本的対処方針」という。）三（３）３）①

及び「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る

留意事項等について」（令和3年4月23日付内閣官房新型コロナウイルス感

染症対策推進室長事務連絡）において、特措令第11条第１項各号に規定す

る施設のうち、多数の者が利用する施設で、建築物の床面積の合計が

1,000㎡を超える施設として、休業要請を行うものとされた施設であるこ

と。ただし、特措令第11条第１項第10号に規定する施設を除く。 

  二 特措法第24条第9項に基づき都道府県対策本部長が行う休業要請又は

営業時間短縮要請を受け、これに応じた施設であること。 

 

 ② 特定大規模施設運営事業者 

特定大規模施設の運営により収益を得る事業を行う者であって、当該施

設の管理権等の休業又は営業時間短縮を決定する権限を有し、これにより

休業又は営業時間短縮を決定した者をいう。ただし、国及び地方公共団体そ

の他これに類する法人を除く。 

 

 ③ 特定百貨店店舗 

特定大規模施設である百貨店等において当該店舗の売上が当該百貨店等

にいったん計上され、その後分配される場合であって、当該百貨店等から

一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義等で出店し、百貨店等

に対して一定の自律性をもって事業を営んでいる店舗をいう。 

 

④ 自己利用部分面積 

特定大規模施設運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供して 

いる部分（飲食店に係る協力金の対象となる事業所として利用している部

分を除く。）であって、休業要請又は営業時間短縮要請に応じて休業又は

営業時間短縮を行っている部分の面積をいう。 

 

 ⑤ 要請対象大規模施設 

    要請対象大規模施設とは、次に掲げるすべてを満たす施設をいう。 

 一 令和3年4月23日付基本的対処方針三（３）３）①において、特措令第１

１条第１項各号に規定する施設のうち、多数の者が利用する施設で、建築

物の床面積の合計が1,000㎡を超える施設として、休業要請、営業時間短

縮要請又は無観客開催要請を行うものとされた施設 

二 特措法第24条第9項に基づき都道府県対策本部長が行う休業要請、営業

時間短縮要請又は無観客開催要請等を受け、これに応じた施設 
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⑥ テナント事業者等 

要請対象大規模施設の、要請に基づく休業、営業時間短縮又は無観客開催

期間中に、契約に基づき、当該要請対象大規模施設の区画を賃借し（要請対

象大規模施設の敷地内等において当該施設運営者等との契約に基づき、飲

食品の移動販売を継続的に行うことを含む。）、分譲を受けて、自己の名義

等で出店し、当該要請対象大規模施設を利用する一般消費者向けに、当該要

請対象大規模施設の運営者に対して一定の自律性をもって事業を営む店舗

（契約に基づき店舗を設ける予定を有していたが休業要請等を受けて実際

に設けることができなかった場合を含む。）を運営する事業者をいう。 

 

⑦ 非飲食業カラオケ店 

    飲食業の許可を受けていない建築物の床面積1,000㎡以下のカラオケ店を

いう。 

 

 ⑧ 非飲食業カラオケ事業者 

特措法第45条第2項に基づき特定都道府県知事が行う休業要請を受け、休

業した非飲食業カラオケ店を営む者をいう。 

 

 ⑨ 支給対象テナント事業者等 

支給対象テナント事業者等は、非飲食業カラオケ事業者又は次に掲げる

すべてを満たす店舗を営む事業者をいう。 

 一 テナント事業者等が運営する店舗又は映画館運営事業者若しくは映画

配給会社が要請対象大規模施設である映画館の常設のスクリーンを有す

る上映室で映画を上映する場合の上映室（この場合、上映室を店舗とみな

すこととし、映画館運営事業者及び映画配給会社をそれぞれ店舗の運営事

業者とみなすこととする。） 

二  要請対象大規模施設運営者が休業要請、営業時間短縮要請又は無観客開

催要請を受けて要請対象大規模施設の休業、営業時間短縮又は無観客開催

を行ったことに伴い、休業又は営業時間短縮を行った店舗 

 

⑩ 月次支援金 

中小企業庁が給付する緊急事態措置、まん延防止等重点措置又は令和3年

9月30日をもって緊急事態措置区域から除外された都道府県における休業

等の措置の影響緩和に係る支援金をいう。 

 

 ⑪ 第三者認証制度 

   各都道府県が、別に定める基準に基づき導入している、飲食店の感染防止

対策の適合性に係る認証制度をいう。 

 

［２］算定額 

各都道府県の協力要請推進枠交付金に係る交付限度額は、以下の（１）の算
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定額、（２－１）の算定額、（２－２）の算定額及び（３）の算定額の合計額（五

百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の

端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。）とする。 

なお、都道府県が、第３の１二ただし書きの規定により、当該都道府県分の

協力要請推進枠交付金の全部又は一部を市町村に交付することを求める場合

には、当該都道府県の協力要請推進枠交付金に係る交付限度額から相当額を控

除し、その額を当該市町村の協力要請推進枠交付金に係る交付限度額とする。 

 

（１）飲食店に対する協力金等分 

 

ア 要請等に応じた対象者に対する協力金等に係る分 

 

以下の算式により算定した額とする。 

 

＜対象期間Ⅰ＞ 

令和 3年 2月 28日以前の期間 

※ただし、令和 3年 1月 7日に行われた緊急事態宣言において、同年 3月 8

日以降も引き続き緊急事態措置を実施すべき区域とされた区域について

は、同年 3月 7日以前の期間とする。 

 

算式（一律単価方式） 

Σ（Ａ×Ｂ×0.8） 

 

算式の符号 

Ａ：要請等に応じ、協力金等の給付を受ける対象者の数 

 

Ｂ：対象者に給付する 1 日当たりの協力金等の金額（20,000 円（令和 2

年 12月 16日から令和 3年 1月 7日までの期間にあっては、40,000円、

令和 3 年 1 月 8 日以降の期間にあっては、表１の区域区分に対応する

単価①）を上限とする。）に当該対象者が要請等に応じた日数を乗じて

得た額 

 

＜対象期間Ⅱ＞ 

令和 3年 3月 1日から 3月 21日までの期間 

※ただし、令和 3年 1月 7日に行われた緊急事態宣言において、同年 3月 8

日以降も引き続き緊急事態措置を実施すべき区域とされた区域について
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は、同年 3月 8日から 3月 21日までの期間とする。 

 

算式（平均単価方式） 

Ｃ×0.8 

※ただし、以下の算式により計算される額を上限とする。 

Σ（Ｄ×Ｅ×0.8） 

    算式の符号 

Ｃ：要請等に応じた対象者に対して、当該都道府県等が給付した協力金等

の総額 

 

Ｄ：要請等に応じ、協力金等の給付を受ける対象者の数 

 

Ｅ：表１の区域区分に対応する単価①に対象者が要請等に応じた日数を

乗じて得た額 

 

＜対象期間Ⅲ＞ 

令和 3年 3月 22日から 3月 31日までの期間 

 

算式（平均単価方式） 

Ｆ×0.8 

※ただし、以下の算式により計算される額を上限とする。 

Σ（Ｇ×Ｈ×0.8） 

 

算式の符号 

Ｆ：要請等に応じた対象者に対して、当該都道府県等が給付した協力金等

の総額 

 

Ｇ：要請等に応じ、協力金等の給付を受ける対象者の数 

 

Ｈ：次の表１の区域区分に対応する単価②に対象者が要請等に応じた日数

を乗じて得た額 

 

＜対象期間Ⅳ＞ 

令和 3年 4月 1日から 4月 21日までの期間 

 

特措法第 32 条第１項第２号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態
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措置を実施すべき区域（以下「緊急事態措置区域」という。）又は同法第 31

条の４第１項第２号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措

置を実施すべき区域（以下「まん延防止等重点措置区域」という。）のうち

同法第 31条の６第１項に基づき都道府県知事が定める区域（以下「まん延

防止等重点措置地域」という。）については、以下の算式Ⅰ（規模別方式）

により算定するものとする。 

その他の区域については、以下の算式Ⅰ（規模別方式）又は算式Ⅱ（平均

単価方式）のいずれかにより算定するものとする。 

なお、算式Ⅰ（規模別方式）により算定する場合は、事務費分の交付限度

額を加算するものとする。 

 

算式Ⅰ（規模別方式） 

Σ（Ｊ×Ｋ1×0.8） 

※以下の算式により計算される額を事務費分の交付限度額とする。 

Σ（Ｊ×Ｋ1）×0.02 

 

算式Ⅱ（平均単価方式） 

Ｉ×0.8 

※ただし、以下の算式により計算される額を上限とする。 

Σ（Ｊ×Ｋ2×0.8） 

 

算式の符号 

Ｉ：要請等に応じた対象者に対して、当該都道府県等が給付した協力金等

の総額 

 

Ｊ：要請等に応じ、協力金等の給付を受ける対象者の数 

 

Ｋ1：対象者に支給する１日当たりの協力金等の金額（表２の区域区分に対

応する単価③を上限とする。）に当該対象者が要請等に応じた日数を乗

じて得た額 

 

Ｋ2：表２の区域区分に対応する単価③に対象者が要請等に応じた日数を乗

じて得た額 

 

＜対象期間Ⅴ＞ 

令和 3年 4月 22日から 9月 12日までの期間 

57

透かしを削除する Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5499&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5499&m=db


 

緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置地域については、以下の算

式Ⅲ（規模別方式）により算定するものとする。 

その他の区域については、21時までの営業時間短縮の要請等を行う場合

にあっては、原則として、以下の算式Ⅲ（規模別方式）により算定するも

のとするが、都道府県等の判断により規模別方式による協力金等の給付を 

行わない場合には、算式Ⅳ（平均単価方式）により算定することを認める。

ただし、21時より遅い時間までの営業時間短縮の要請等を行う場合にあっ

ては、算式Ⅳ（平均単価方式）により算定するものとする。 

なお、算式Ⅲ（規模別方式）により算定する場合は、事務費分の交付限

度額を加算するものとする。 

 

算式Ⅲ（規模別方式） 

Σ（Ｍ×Ｎ1×0.8） 

※以下の算式により計算される額を事務費分の交付限度額とする。 

Σ（Ｍ×Ｎ1）×0.02 

 

算式Ⅳ（平均単価方式） 

Ｌ×0.8 

※ただし、以下の算式により計算される額を上限とする。 

Σ（Ｍ×Ｎ2×0.8） 

 

算式の符号 

Ｌ：要請等に応じた対象者に対して、当該都道府県等が給付した協力金等

の総額 

 

Ｍ：要請等に応じ、協力金等の給付を受ける対象者の数 

 

Ｎ1：対象者に支給する１日当たりの協力金等の金額（表３の区域区分に対

応する単価④を上限とする。）に当該対象者が要請等に応じた日数を乗

じて得た額 

 

Ｎ2：表３の区域区分に対応する単価④に対象者が要請等に応じた日数を乗

じて得た額 

 

※ただし、令和 3 年 4 月 21 日以前に、4 月 22 日以降までの営業時間短
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縮の要請等を行った場合、当該要請等の期間（緊急事態措置区域又は

まん延防止等重点措置地域においては、当該緊急事態措置又は当該ま

ん延防止等重点措置を実施すべき期間、「その他の区域」においては、

令和 3 年 5 月 5 日までの期間に限る。）については、表３の単価④に

代えて表２の単価③を適用することを可能とする（以下本ただし書に

おいて「経過措置」という。）。（令和 3年 4月 22日以降にまん延防止

等重点措置区域となった都道府県の区域内の「その他の区域」を除く。） 

また、まん延防止等重点措置区域である都道府県が、経過措置を適

用しているまん延防止措置を実施すべき期間中に緊急事態措置区域と

された場合には、当該都道府県の区域において、当該緊急事態措置を

実施すべき期間については、表３の単価④に代えて、表２の単価③を

適用することを可能とする。 

加えて、表２の単価③を適用している緊急事態措置区域が存在する

緊急事態宣言期間中に、新たな都道府県が緊急事態措置区域に追加さ

れた場合には、当該都道府県の区域において、当該緊急事態措置を実

施すべき期間については、表３の単価④に代えて、表２の単価③を適

用することを可能とする。 

 

 ＜対象期間Ⅵ＞ 

令和 3年 9月 13日から 11月 18日までの期間 

 

緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置地域については、以下の算

式Ⅴ（規模別方式）により算定するものとする。 

その他の区域については、原則として、以下の算式Ⅴ（規模別方式）に

より算定するものとするが、都道府県等の判断により規模別方式による協

力金等の給付を行わない場合には、算式Ⅵ（平均単価方式）により算定す

ることを認める。また、令和 3 年 9 月 13 日以降に営業時間短縮の要請等

が全国で一度終了した後に再度営業時間短縮の要請等が行われる場合、そ

の他の区域については、算式Ⅵ（平均単価方式）により算定するものとす

る。 

なお、算式Ⅴ（規模別方式）により算定する場合は、事務費分の交付限

度額を加算するものとする。 

 

算式Ⅴ（規模別方式） 

Σ（Ｐ×Ｑ1×0.8） 

※以下の算式により計算される額を事務費分の交付限度額とする。 

Σ（Ｐ×Ｑ1）×0.02 
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算式Ⅵ（平均単価方式） 

Ｏ×0.8 

※ただし、以下の算式により計算される額を上限とする。 

Σ（Ｐ×Ｑ2×0.8） 

 

算式の符号 

Ｏ：要請等に応じた対象者に対して、当該都道府県等が給付した協力金等

の総額 

 

Ｐ：要請等に応じ、協力金等の給付を受ける対象者の数 

 

Ｑ1：対象者に支給する１日当たりの協力金等の金額（表４の区域区分に対

応する単価⑤を上限とする。）に当該対象者が要請等に応じた日数を乗

じて得た額 

 

Ｑ2：表４の区域区分に対応する単価⑤に対象者が要請等に応じた日数を乗

じて得た額 

 

※ただし、令和 3 年 9 月 12 日時点で緊急事態措置区域に指定されてい

る都道府県のうち令和 3 年 9 月 13 日以降も緊急事態措置区域とされ

た都道府県において、当該緊急事態措置を実施すべき期間については、

表４の単価⑤に代えて、表２の単価③を適用することを可能とする。 

  また、表２の単価③を適用している緊急事態措置区域が存在する緊

急事態宣言期間中に、新たな都道府県が緊急事態措置区域に追加され

た場合、当該都道府県において、当該緊急事態措置を実施すべき期間

については、表４の単価⑤に代えて、表２の単価③を適用することを

可能とする。 

 

＜対象期間Ⅶ＞ 

令和 3年 11月 19日以降の期間 

 

緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置地域については、以下の算

式Ⅶ（規模別方式）により算定するものとする。 

その他の区域については、原則として、以下の算式Ⅶ（規模別方式）に

より算定するものとするが、都道府県等の判断により第三者認証制度の適

用店舗以外の飲食店（以下「非認証店」という。）に対して規模別方式によ

る協力金等の給付を行わない場合には、算式Ⅷ（平均単価方式）により算
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定することを認める。 

なお、算式Ⅶ（規模別方式）により算定する場合は、事務費分の交付限

度額を加算するものとする。 

 

算式Ⅶ（規模別方式） 

Σ（Ｓ×Ｔ1×0.8） 

※以下の算式により計算される額を事務費分の交付限度額とする。 

Σ（Ｓ×Ｔ1）×0.02 

 

算式Ⅷ（平均単価方式） 

Ｒ×0.8 

※ただし、以下の算式により計算される額を上限とする。 

Σ（Ｓ×Ｔ2×0.8） 

 

算式の符号 

Ｒ：要請等に応じた対象者に対して、当該都道府県等が給付した協力金等

の総額 

 

Ｓ：要請等に応じ、協力金等の給付を受ける対象者の数 

 

Ｔ1：対象者に支給する１日当たりの協力金等の金額（表５－１の区域区分

に対応する単価⑥又は表５－２の区域区分に対応する単価⑦を上限と

する。）に当該対象者が要請等に応じた日数を乗じて得た額 

 

Ｔ2：表５－２の区域区分に対応する単価⑦に対象者が要請等に応じた日数

を乗じて得た額 

 

※ただし、令和４年１月９日以降にまん延防止等重点措置区域に指定され

ている都道府県において、都道府県知事の要請等に基づき、第三者認証

制度の適用店舗（以下「認証店」という。）が 20時まで（酒類の提供禁

止）の営業時間短縮を行う場合、表５−１の単価⑥に代えて、表５−２の

単価⑦を適用することを可能とする。 

 

（注） 「一律単価方式」は、各対象者に対し単価を超えない範囲で協力金等を 

給付する方式、「平均単価方式」は、１対象者当たりの平均額が単価を超え 

ない範囲で協力金等を給付する方式。「規模別方式」は、対象者の事業規模 

に応じた単価により協力金等を給付する方式をいう。 
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表１ 令和３年３月 31日までの単価 

区域区分 

単価① 

（令和 3年 3月 21

日以前） 

単価② 

（令和 3年 3月

22日～3月 31

日） 

緊急事態

措置区域 

20時まで（酒類提供

時間は 11 時から 19

時まで）の営業時間

短縮の要請等を行う

場合 

60,000円 ― 

上記以外の場合 0円 

（ただし、緊急事態

措置を実施するため

の準備期間等、特措

法担当大臣との協議

により認められた期

間については、「その

他の区域」と同様に

取り扱う） 

― 

緊急事態

措置区域

から解除

された区

域 

緊急事態措置区域か

ら解除された日以降

も、引き続き、21時

までの営業時間短縮

の要請等を行う場合 

40,000円 

 

40,000円 

上記以外の場合 20,000円 

その他の

区域 

21時までの営業時間

短縮の要請等を行う

場合 

40,000円 

 

 

 

40,000円 

上記以外の場合 20,000円 
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表２ 令和３年４月１日から４月 21日までの単価 

区域区分 算式 
単価③ 

（令和 3年 4月 1日～4月 21日） 

緊急事

態措置

区域又

はまん

延防止

等重点

措置地

域 

20時まで（酒

類提供時間は

11 時から 19

時まで）の営

業時間短縮の

要請等を行う

場合 

算式Ⅰ 

（ 規 模

別方式） 

売上高方式

（対象者が

中小企業の

場 合 に 限

る。） 

対象者の飲食業に

係る１日当たり売

上高（以下「１日

当たり飲食業売上

高」という。）が

100,000円以下の

場合 

40,000円 

１日当たり飲食業

売上高が 100,000

円を超え、250,000

円以下の場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.4

（千円未満切

上） 

1 日当たり飲食業

売上高が 250,000

円を超える場合 

100,000円 

売上高減少

額方式 

（対象者が

大企業の場

合又は対象

者が中小企

業であって

売上高方式

によらない

場 合 に 限

る。） 

1 日当たり飲食業

売上高の減少額が

0 円 を 超 え 、

500,000 円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高の減

少額×0.4（千

円未満切上） 

1 日当たり飲食業

売上高の減少額が

500,000 円を超え

る場合 

200,000円 

上記以外の場

合 

0円 

（ただし、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置

を実施するための準備期間等、特措法担当大臣との

協議により認められた期間については、「その他の

区域」と同様に取り扱う） 

その他

の区域 

21時までの営

業時間短縮の

要請等を行う

場合 

算式Ⅰ 

（ 規 模

別方式） 

売上高方式

（対象者が

中小企業の

場 合 に 限

る。） 

１日当たり飲食業

売上高が 83,333 円

以下の場合 

25,000円 

１日当たり飲食業

売上高が 83,333 円

を超え、250,000円

以下の場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3

（千円未満切

上） 
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1 日当たり飲食業

売上高が 250,000

円を超える場合 

75,000円 

売上高減少

額方式 

（対象者が

大企業の場

合又は対象

者が中小企

業であって

売上高方式

によらない

場 合 に 限

る。） 

1 日当たり飲食業

売上高の減少額が

0 円 を 超 え 、

500,000 円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高の減

少額×0.4 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

（千円未満切

上） 

1 日当たり飲食業

売上高の減少額が

500,000 円を超え

る場合 

200,000円 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

算式Ⅱ 

（ 平 均

単 価 方

式） 

40,000円 

上記以外の場

合 

算式Ⅱ 

（ 平 均

単 価 方

式） 

20,000円 

※「中小企業」とは、原則として、中小企業基本法第２条第 1項に規定する「中

小企業者」及び会社以外の法人等（人格なき社団等を含む。）でその営む主た

る事業に応じ、従業員の数が同項における中小企業の基準以下の法人等をい

い、「大企業」とは、中小企業以外の事業者をいう。以下同じ。  
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表３ 令和３年４月 22日から９月 12日までの単価 

区域区分 算式 
単価④ 

（令和 3年 4月 22日～9月 12日） 

緊急事

態措置

区域又

はまん

延防止

等重点

措置地

域 

20 時まで

（酒類提

供時間は

11 時から

19 時 ま

で）の営

業時間短

縮の要請

等を行う

場合 

算式Ⅲ 

（規模別

方式） 

（※） 

売 上 高 方 式

（対象者が中

小企業の場合

に限る。） 

１日当たり飲食業売

上高が 75,000 円以下

の場合 

30,000円 

１日当たり飲食業売

上高が 75,000 円を超

え、250,000円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.4

（千円未満切

上） 

1日当たり飲食業売上

高が 250,000 円を超

える場合 

100,000円 

売上高減少額

方式 

（対象者が大

企業の場合又

は対象者が中

小企業であっ

て売上高方式

によらない場

合に限る。） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 0 円を

超え、500,000円以下

の場合 

1 日当たり飲食

業売上高の減

少額×0.4（千

円未満切上） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 500,000

円を超える場合 

200,000円 

上記以外

の場合 

0円 

（ただし、緊急事態措置若しくはまん延防止等重点措

置を実施するための準備期間又は緊急事態措置区域で

ある都道府県等が定めるまん延の防止に関する措置を

実施する区域以外の区域等、特措法担当大臣との協議

により認められたものについては、「その他の区域」と

同様に取り扱う） 

その他

の区域 

21 時まで

の営業時

間短縮の

要請等を

行う場合 

算式Ⅲ 

（規模別

方式） 

売 上 高 方 式

（対象者が中

小企業の場合

に限る。） 

１日当たり飲食業売

上高が 83,333 円以下

の場合 

25,000円 

１日当たり飲食業売

上高が 83,333 円を超

え、250,000円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3

（千円未満切

上） 

1日当たり飲食業売上

高が 250,000 円を超

える場合 

75,000円 

売上高減少額 1日当たり飲食業売上 1 日当たり飲食
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方式 

（対象者が大

企業の場合又

は対象者が中

小企業であっ

て売上高方式

によらない場

合に限る。） 

高の減少額が 0 円を

超え、500,000円以下

の場合 

業売上高の減

少額×0.4 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

（千円未満切

上） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 500,000

円を超える場合 

200,000円 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

算式Ⅳ 

（平均単

価方式） 

（※） 

20,000円 

 

上記以外

の場合 

算式Ⅳ 

（平均単

価方式） 

20,000円 

（※） ただし、令和 3年 4月 21日以前に、4月 22日以降までの営業時間短縮

の要請等を行った場合、当該要請等の期間（緊急事態措置区域又はまん延

防止等重点措置地域においては、当該緊急事態措置又は当該まん延防止

等重点措置を実施すべき期間、「その他の区域」においては、令和 3 年 5

月 5日までの期間に限る。）については、表３の単価④に代えて表２の単

価③を適用することを可能とする（以下本ただし書において「経過措置」

という。）。（令和 3 年 4 月 22 日以降にまん延防止等重点措置区域となっ

た都道府県の区域内の「その他の区域」を除く。） 

また、まん延防止等重点措置区域である都道府県が、経過措置を適用し

ているまん延防止措置を実施すべき期間中に緊急事態措置区域とされた

場合には、当該都道府県の区域において、当該緊急事態措置を実施すべき

期間については、表３の単価④に代えて、表２の単価③を適用することを

可能とする。 

加えて、表２の単価③を適用している緊急事態措置区域が存在する緊

急事態宣言期間中に、新たな都道府県が緊急事態措置区域に追加された

場合には、当該都道府県の区域において、当該緊急事態措置を実施すべ

き期間については、表３の単価④に代えて、表２の単価③を適用するこ

とを可能とする。 

  

67

透かしを削除する Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5499&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5499&m=db


表４ 令和３年９月 13日から 11月 18日までの期間の単価 

区域区分 算式 
単価⑤ 

（令和 3年 9月 13日～11月 18日） 

緊急事

態措置

区域 

休業要請

又は 20時

まで（酒

類提供禁

止）の営

業時間短

縮要請を

行う場合 

算式Ⅴ 

（規模別

方式） 

（※１） 

売 上 高 方 式

（対象者が中

小企業の場合

に限る。以下

同じ。） 

１日当たり飲食業売

上高が 75,000 円以下

の場合 

30,000円 

１日当たり飲食業売

上高が 75,000 円を超

え、250,000円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.4

（千円未満切

上） 

1日当たり飲食業売上

高が 250,000 円を超

える場合 

100,000円 

売上高減少額

方式 

（対象者が大

企業の場合又

は対象者が中

小企業であっ

て売上高方式

によらない場

合に限る。以

下同じ。） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 0 円を

超え、500,000円以下

の場合 

1 日当たり飲食

業売上高の減

少額×0.4（千

円未満切上） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 500,000

円を超える場合 

200,000円 

上記以外

の場合 

0円 

（ただし、緊急事態措置を実施するための準備期間又

は緊急事態措置区域である都道府県等が定めるまん延

の防止に関する措置を実施する区域以外の区域等、特

措法担当大臣との協議により認められたものについて

は、「その他の区域」と同様に取り扱う） 

まん延

防止等

重点措

置地域 

21 時まで

（酒類提

供時間は

11 時から

20 時 ま

で）の営

業時間短

縮要請を

行う場合 

算式Ⅴ 

（規模別

方式） 

 

売上高方式 １日当たり飲食業売

上高が 83,333 円以下

の場合 

25,000円 

 １日当たり飲食業売

上高が 83,333 円を超

え、250,000円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3

（千円未満切

上） 

 1日当たり飲食業売上

高が 250,000 円を超

える場合 

75,000円 

売上高減少額

方式 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 0 円を

1 日当たり飲食

業売上高の減
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超え、500,000円以下

の場合 

少額×0.4 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

（千円未満切

上） 

  1日当たり飲食業売上

高の減少額が 500,000

円を超える場合 

200,000円 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

20 時まで

（酒類提

供禁止又

は酒類提

供時間は

11 時から

19時30分

まで）の

営業時間

短縮要請

を行う場

合 

売上高方式 １日当たり飲食業売

上高が 75,000 円以下

の場合 

30,000円 

１日当たり飲食業売

上高が 75,000 円を超

え、250,000円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.4

（千円未満切

上） 

1日当たり飲食業売上

高が 250,000 円を超

える場合 

100,000円 

売上高減少額

方式 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 0 円を

超え、500,000円以下

の場合 

1 日当たり飲食

業売上高の減

少額×0.4（千

円未満切上） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 500,000

円を超える場合 

200,000円 

上記以外

の場合 

0円 

（ただし、まん延防止等重点措置を実施するための準

備期間等、特措法担当大臣との協議により認められた

ものについては、「その他の区域」と同様に取り扱う） 

その他

の区域 

21 時まで

の営業時

間短縮の

要請を行

う場合 

（※２） 

算式Ⅴ 

（規模別

方式） 

売上高方式 １日当たり飲食業売

上高が 83,333 円以下

の場合 

25,000円 

１日当たり飲食業売

上高が 83,333 円を超

え、250,000円以下の

1 日当たり飲食

業売上高×0.3

（千円未満切
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場合 上） 

1日当たり飲食業売上

高が 250,000 円を超

える場合 

75,000円 

売上高減少額

方式 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 0 円を

超え、500,000円以下

の場合 

1 日当たり飲食

業売上高の減

少額×0.4 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

（千円未満切

上） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 500,000

円を超える場合 

200,000円 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

算式Ⅵ 

（平均単

価方式） 

20,000円 

上記以外の場合 0円 

（※１） ただし、令和 3年 9月 12日時点で緊急事態措置区域に指定されてい

る都道府県のうち令和 3年 9月 13日以降も緊急事態措置区域とされた都

道府県において、当該緊急事態措置を実施すべき期間については、表４の

単価⑤に代えて、表２の単価③を適用することを可能とする。 

    また、表２の単価③を適用している緊急事態措置区域が存在する緊急

事態宣言期間中に、新たな都道府県が緊急事態措置区域に追加された場

合、当該都道府県において、当該緊急事態措置を実施すべき期間につい

ては、表４の単価⑤に代えて、表２の単価③を適用することを可能とす

る。 

（※２） ただし、令和 3年 10月 1日以降における非認証店に対する要請

は、20時までの営業時間短縮の要請を行う場合に限る。 
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表５－１ 令和３年 11月 19日以降の単価（認証店） 

区域区分 算式 
単価⑥ 

（令和 3年 11月 19日以降） 

緊急事

態措置

区域 

20 時まで

（酒類提

供禁止）

の営業時

間短縮要

請を行う

場合 

算式Ⅶ 

（規模別

方式） 

売 上 高 方 式

（対象者が中

小企業の場合

に限る。以下

同じ。） 

１日当たり飲食業売

上高が 75,000 円以下

の場合 

30,000円 

１日当たり飲食業売

上高が 75,000 円を超

え、250,000円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.4

（千円未満切

上） 

1日当たり飲食業売上

高が 250,000 円を超

える場合 

100,000円 

売上高減少額

方式 

（対象者が大

企業の場合又

は対象者が中

小企業であっ

て売上高方式

によらない場

合に限る。以

下同じ。） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 0 円を

超え、500,000円以下

の場合 

1 日当たり飲食

業売上高の減

少額×0.4（千

円未満切上） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 500,000

円を超える場合 

200,000円 

21 時まで

の営業時

間短縮要

請を行う

場合 

売上高方式 １日当たり飲食業売

上高が 83,333 円以下

の場合 

25,000円 

１日当たり飲食業売

上高が 83,333 円を超

え、250,000円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3

（千円未満切

上） 

1日当たり飲食業売上

高が 250,000 円を超

える場合 

75,000円 

売上高減少額

方式 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 0 円を

超え、500,000円以下

の場合 

1 日当たり飲食

業売上高の減

少額×0.4 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 
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（千円未満切

上） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 500,000

円を超える場合 

200,000円 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

上記以外

の場合 

0円 

（ただし、緊急事態措置を実施するための準備期間又

は緊急事態措置区域である都道府県等が定めるまん延

の防止に関する措置を実施する区域以外の区域等、特

措法担当大臣との協議により認められたものについて

は、「その他の区域」と同様に取り扱う） 

まん延

防止等

重点措

置地域 

21 時まで

の営業時

間短縮要

請を行う

場合 

算式Ⅶ 

（規模別

方式） 

（※） 

売上高方式 １日当たり飲食業売

上高が 83,333 円以下

の場合 

25,000円 

 １日当たり飲食業売

上高が 83,333 円を超

え、250,000円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3

（千円未満切

上） 

 1日当たり飲食業売上

高が 250,000 円を超

える場合 

75,000円 

売上高減少額

方式 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 0 円を

超え、500,000円以下

の場合 

1 日当たり飲食

業売上高の減

少額×0.4 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

（千円未満切

上） 

  1日当たり飲食業売上

高の減少額が 500,000

円を超える場合 

200,000円 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

上記以外 0円 
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の場合 （ただし、まん延防止等重点措置を実施するための準

備期間等、特措法担当大臣との協議により認められた

ものについては、「その他の区域」と同様に取り扱う） 

その他

の区域 

 0円 

 

（※） ただし、令和４年１月９日以降にまん延防止等重点措置区域に指定され

ている都道府県において、都道府県知事の要請等に基づき、認証店が 20

時まで（酒類の提供禁止）の営業時間短縮を行う場合、表５−１の単価⑥

に代えて、表５−２の単価⑦を適用することを可能とする。 
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表５－２ 令和３年 11月 19日以降の単価（非認証店） 

区域区分 算式 
単価⑦ 

（令和 3年 11月 19日以降） 

緊急事

態措置

区域 

20 時まで

（酒類提

供禁止）

の営業時

間短縮要

請を行う

場合 

算式Ⅶ 

（規模別

方式） 

売 上 高 方 式

（対象者が中

小企業の場合

に限る。以下

同じ。） 

１日当たり飲食業売

上高が 75,000 円以下

の場合 

30,000円 

１日当たり飲食業売

上高が 75,000 円を超

え、250,000円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.4

（千円未満切

上） 

1日当たり飲食業売上

高が 250,000 円を超

える場合 

100,000円 

売上高減少額

方式 

（対象者が大

企業の場合又

は対象者が中

小企業であっ

て売上高方式

によらない場

合に限る。以

下同じ。） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 0 円を

超え、500,000円以下

の場合 

1 日当たり飲食

業売上高の減

少額×0.4（千

円未満切上） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 500,000

円を超える場合 

200,000円 

上記以外

の場合 

0円 

（ただし、緊急事態措置を実施するための準備期間又

は緊急事態措置区域である都道府県等が定めるまん延

の防止に関する措置を実施する区域以外の区域等、特

措法担当大臣との協議により認められたものについて

は、「その他の区域」と同様に取り扱う） 

まん延

防止等

重点措

置地域 

20 時まで

（酒類提

供禁止）

の営業時

間短縮要

請を行う

場合 

算式Ⅶ 

（規模別

方式） 

 

売上高方式 １日当たり飲食業売

上高が 75,000 円以下

の場合 

30,000円 

 １日当たり飲食業売

上高が 75,000 円を超

え、250,000円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.4

（千円未満切

上） 

 1日当たり飲食業売上

高が 250,000 円を超

える場合 

100,000円 

売上高減少額

方式 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 0 円を

1 日当たり飲食

業売上高の減
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超え、500,000円以下

の場合 

少額×0.4（千

円未満切上） 

  1日当たり飲食業売上

高の減少額が 500,000

円を超える場合 

200,000円 

上記以外

の場合 

0円 

（ただし、まん延防止等重点措置を実施するための準

備期間等、特措法担当大臣との協議により認められた

ものについては、「その他の区域」と同様に取り扱う） 

その他

の区域 

20 時まで

の営業時

間短縮の

要請を行

う場合 

算式Ⅶ 

（規模別

方式） 

売上高方式 １日当たり飲食業売

上高が 83,333 円以下

の場合 

25,000円 

１日当たり飲食業売

上高が 83,333 円を超

え、250,000円以下の

場合 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3

（千円未満切

上） 

1日当たり飲食業売上

高が 250,000 円を超

える場合 

75,000円 

売上高減少額

方式 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 0 円を

超え、500,000円以下

の場合 

1 日当たり飲食

業売上高の減

少額×0.4 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

（千円未満切

上） 

1日当たり飲食業売上

高の減少額が 500,000

円を超える場合 

200,000円 

又は 

1 日当たり飲食

業売上高×0.3 

のいずれか低

い額 

算式Ⅷ 

（平均単

価方式） 

20,000円 

上記以外の場合 0円 
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